
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画道路について 
 

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

工業地域

準工業地域

鉄道

道路

土地区画整理事業

市街地再開発事業

地区計画

都市計画区域

商業地域

第一種住居地域第一種低層住居専用地域

公園 地区計画

区域区分

地域地区
【例：用途地域】

都市施設
市街地開発事業

地区計画

都市全体の
計画の見取り図

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

＜都市計画制度の構造イメージ図＞ 

←都市計画図 

◎都市計画とは、都市の将来あるべき姿（人口、土地利用、主要施設等）を想定し、そのため

に必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のこと。 

◎県のマスタープランにより都市計画区域が決められ、市町村のマスタープランにより詳細な

ルールを設定、伊勢崎市は市域全体が都市計画区域に指定。 

出典：国土交通省 都市局 都市計画課 平成 30 年 11 月更新 

区域区分 

都市再開発の方針 等 

土地利用規制 
（地域地区） 

－用途地域 

－特別緑地保全地域 

－歴史的風土保全地区 

－…… 

都市施設 
 

－道路 

－都市公園 

－下水道 

－…… 

市街地開発事業 
 

－土地区画整理事業 

－市街地再開発事業 

－…… 

 

地区計画 

市町村マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

① 

② ③ ④ 

⑤ 
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都市計画区域 

区域マスタープラン（群馬県）（整備、開発及び保全の方針） 

■都市計画制度の構造 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

↓都市計画道路指定区間（幹線街路） 
*波志江町地内【未着手区間】 

↓都市計画道路指定区間（幹線街路） 
*安堀町地内【完成済区間】 

◎都市計画道路は都市施設のひとつ 

◎地域内の円滑で安全な交通の確保、安全な歩行者空間の必要性、防災性の向上などの観点か
ら町づくりの検討を行うのにあわせて設定。 

◎新規に道路を建設する場合と既存の道路を改良する場合あり 

◎国道・県道・市道とは関係なく、自動車専用道路・幹線街路などの種別を設定。 

◆都市計画道路の種類 

・自動車専用道路：高速道路や一般自動車道等、専ら自動車の通行のための道路 

・幹線街路：都市内におけるまとまった交通を受け持ち、都市の骨格を形成する道路 

・区画街路：地区における宅地利用のための道路 

・特殊街路：専ら歩行者、自転車、モノレール、路面電車などに供される道路 

〇概要 

・円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な施設 

・都市計画において都市施設が決定されることにより、その区域内に建築規制が及ぶ 

〇具体例 
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道 路 

公 園 

下水道 

鉄 道 

ごみ焼却場 

都市施設 

火葬場 

■都市計画道路とは 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎伊勢崎市の人口 

・平成 27 年の住民基本台帳による人口は

211,812 人、世帯数は 85,057 世帯 

・平成 18 年より増加している一方で、1 世帯

当たりの人口は減少 

◎伊勢崎市の将来人口動向 

・本市の人口は平成 27 年をピークに減少 

・20 年後には約 1.1 万人、5.1%の減少 

・高齢化率は 5.5 ポイント上昇する見込み 

◎公共投資の変化 

・道路などの公共公益施設の整備を行う土木

費は減少 

・福祉などに支出される民生費は増加。今後、

高齢化の進展によりさらに増加する見込み 

伊勢崎市の現状 
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出典：住民基本台帳（各年12月末日現在）
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都市計画道路の改良率
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（民生費・土木費の推移）出典：伊勢崎市決算カード 
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◎都市計画道路の現状 

・伊勢崎市の都市計画道路の改良率は、前橋市

や高崎市、群馬県全体と比べて高水準。 

出典：都市計画年俸 

■人口動向と公共投資の変化、道路整備の状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎平成 27 年度群馬県パーソントリップ調査結果による人の動き 

・前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市などの複数の都市で人の動きが活発 

・地域間の人の動きも、前橋市－高崎市間、前橋市－伊勢崎市間、伊勢崎市－太田市間などの中規模

の都市を結ぶ移動が多大 

◎代表交通手段構成比の推移 

・トリップ数の構成比は、自動車の

利用割合が 77.4%と最多 

・自動車の利用割合が増加する一方

で、二輪車、徒歩の割合が大きく

減少 

◎伊勢崎市の自動車保有台数 

・本市の自動車免許保有率は、平成 27 年人口に対して 70%（約 149,000 人）と高い水準 

・高齢者人口に対する免許保有率も 66%と高水準、今後も高齢者の自動車利用が継続する可能性 

あり 
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■人の動きと自動車保有状況 

■ 地域別トリップ数 ■ 
（数字は下二桁を四捨五入） 

■ 地域間総トリップ ■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画道路の見直しの必要性 
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社会情勢の大きな変化 

・市町村合併 

・人口減少、少子高齢化 

・厳しい財政状況 

・防災意識の高まり     など 

今までの計画決定は、 

人口増加（交通量増大）や 

都市の拡大 

を前提としたもの 

既決定時の 

点検が必要 

長期にわたる建築制限 

・都市計画法 53 条、54 条 

都
市
計
画
道
路
に 

求
め
ら
れ
る
機
能
、 

役
割
が
変
化 

◆見直しのポイント 

・計画決定時から必要性が変化していないか? 

・将来のまちづくりを見据えた計画となっているか? 

・住民のニーズに合った計画か? 

つまり都市計画道路の見直しとは… 

効率的かつ効果的な 

道路整備を推進するために 

必要な作業 

◎都市計画道路（幹線街路）の見直しの進め方 

①将来の都市像・まちづくりの方向性を整理 

将来の都市像。まち

づくりの方向性を整

理し、道路の必要性

を検証 

②道路に求められる機能等に基づく必要性の変化の検証 

決定時と見直し時点

で、道路の必要性が

変化していないかを

検証 

③道路の実現性の検証 

地形・地物との不整

合の有無を確認 

④道路ネットワークの 

検証 

交通需要の観点から

必要性を検証 

■都市計画道路の見直しとは? 

◎昭和 18 年に最初の都市計画道路が都市計画決定されて以来、約 80 年が経過 

近年では、将来人口の減少や高齢化など社会状況の変化が見込まれており、都市計画道路に求め

られる役割や機能が変化してきています。 
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■都市計画道路の整備状況 

◎本市の都市計画道路については、人口増加に伴う交通量の増大や市街地の拡大を考慮

しながら、131 路線、総延長 208,504m が都市計画決定されており、このうち

136,785m（65.6%）が整備済みとなっています。（平成 31 年 3 月 31 日現在） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画道路見直し案 
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項  目 路線数 延長 

見直し対象路線 ４３ ５９，６８９ｍ 

存続候補路線・区間（全区間） ３０ 
４３，４０３ｍ 

一部存続候補路線・区間 
６ 

一部廃止候補路線・区間 
１６，２８６ｍ 

廃止候補路線・区間（全区間） ７ 

◎将来のまちづくりを見据えて、本市の情勢に適した整備を推進するため、未着手区間

を対象に都市計画道路の見直しを行いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路整備による所要時間の短縮効果 
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◎すべての都市計画道路の整備が完了すると、大きな短縮効果が見込まれますが、見直し

案としても見直し前と比べて大差はなく、市民生活への影響はありません。 

◆所要時間（赤堀支所） 

現在（H27）38 分 

計画（R17）29 分 

※9 分短縮 

◆所要時間（伊勢崎 IC） 

現在（H27）22 分 

計画（R17）12 分 

※10 分短縮 

◆所要時間（あずま支所） 

現在（H27）30 分 

計画（R17）16 分 

※14 分短縮 

◆所要時間（駒形 IC） 

現在（H27）18 分 

計画（R17）13 分 

※5 分短縮 

◆所要時間（国道 17 号） 

現在（H27）13 分 

計画（R17）12 分 

※1 分短縮 

◆所要時間（境支所） 

現在（H27）21 分 

計画（R17）14 分 

※7 分短縮 

◆国道 17 号（本庄）との所

要時間は、現況でも道路整備

が完了しているため、計画で

の時間短縮効果は低い。 

◆通過する区域において、

現況で未整備区間が多いた

め、整備後の時間短縮効果

は高い。 

◆都市計画道路の整備による所要時間の短縮効果
所要時間（分） 短縮時間（分）

区  間 ※現在 ※計画 ※計画 (H27)− (H27)−
(H27) (⾒直し前) (⾒直し案) (⾒直し前) (⾒直し案)

市役所〜⾚堀⽀所 8.57 38 29 29 9 9
市役所〜あずま⽀所 6.05 30 16 16 14 14
市役所〜境⽀所 7.15 21 14 14 7 7
市役所〜国道17号（本庄） 6.91 13 12 12 1 1
市役所〜伊勢崎インターチェンジ 5.95 22 12 12 10 10
市役所〜駒形インターチェンジ 6.49 18 13 13 5 5

距離
（km）


